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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 コンテナ船 NYK STARLIGHT 

   ＩＭＯ番号 ８９１８８３７ 

   総 ト ン 数 ４３,２２７トン 

 

   船 種 船 名 コンテナ船 SANTA BARBARA 

   ＩＭＯ番号 ９０１７０３２ 

   総 ト ン 数 ４３,２１３トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年７月３日 ２１時１５分ごろ 

   発 生 場 所 兵庫県神戸市阪神港神戸第３区 

          六甲アイランドコンテナバースＲＣ―７付近 

          （概位 北緯３４°４０.９′ 東経１３５°１７.１′） 

 

 

                       平成２２年２月１８日 
                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 
                   委 員 長  後 藤 昇 弘 
                   委   員  楠 木 行 雄 
                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 
                   委   員  山 本 哲 也 
                   委   員  根 本 美 奈 
 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 コンテナ船 N Y K
エヌワイケイ

 STARLIGHT
ス タ ー ラ イ ト

は、船長ほか２６人が乗り組み、水先人の操船指揮に

より、兵庫県神戸市阪神港神戸第３区六甲アイランドのコンテナバースを離岸した。

その後バウスラスターが使用不能となって再着岸のため操船中、平成２０年７月３日
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２１時１５分ごろ、同船の右舷舷側部と隣接バースに係留中のコンテナ船SANTA
サ ン タ

 

BARBARA
バ ー バ ラ

の左舷船首部が衝突し、さらに NYK STARLIGHT 右舷船首部が、ガントリーク 

レーン１基に衝突した。 

 NYK STARLIGHT は、右舷舷梯が脱落し、右舷船首部ブルワークに曲損などが、SANTA 

BARBARA は、左舷船首部ブルワークに曲損などがそれぞれ生じ、ガントリークレーン

は脚部が曲損して脱線した。 

 両船とも死傷者はいなかった。 

 

１.2 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を神戸地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）ほか２人の地方事故

調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年８月１３日、１１月１４日、２６日、１２月３日 口述聴取 

平成２０年９月１１日 現場調査及び口述聴取 

平成２１年５月２５日、２６日、６月２日、３日、１０日、７月３日、２１日 口

述聴取及び回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 各種記録による運航の経過 

  大阪湾海上交通センターが受信したＡＩＳ＊1情報、機関室アラームプリン 

 

 

                                            
＊1 「ＡＩＳ(Automatic Identification System：自動船舶識別装置)」とは、国際 VHF 周波数を用い 

て、周囲の船舶局や、沿岸のＡＩＳ海岸局に対して、自船の位置、速度、進行方向などの情報を自 
動的に送受信する装置をいう。 
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ター＊2、ベルブック＊3及びテレグラフロガー＊4の各記録による NYK STARLIGHT（以下

「Ａ船」という。）の運航の経過は以下のとおりであった。 

  なお、テレグラフロガー製造者担当者によれば、テレグラフロガーの記録で示す

時刻のうち、分を示す箇所の印字が『.０』であれば００～２９秒の間に、『.５』で

あれば３０～５９秒の間に機関が操作されたことをそれぞれ示している。 

  平成２０年７月３日２０時４５.５分主機の試運転終了。 

  ２０時５２.０分スタンバイエンジン＊5とした。 

  ２１時０６分２５秒まで阪神港神戸第３区六甲アイランドのコンテナバースＲＣ

－６に船首を２６２°（真方位、以下同じ。）に向け、右舷を着けて係留していた。 

  ２１時０７分５６秒２６３°に向首して約１３４°の方向へ移動を始めた。 

２１時０８.５分主機を極微速力後進にかけた。 

  ２１時１０.５分主機を停止した。 

  ２１時１１.０分主機を極微速力前進にかけた。 

  ２１時１１分優先遮断＊6機能が作動、４号機関室供給ファン異常及び１号機関室

供給ファン異常が発生、同時に２号ディーゼル発電機（以下「２号発電機」という。）

のオーバースピードトリップ＊7及びＡＣＢ＊8トリップが発生した。 

  ２１時１２.０分主機を微速力前進にかけた。 

  ２１時１３分２号発電機が復旧した。 

  ２１時１３.０分主機を半速力前進にかけた。 

  ２１時１３.５分主機を全速力前進にかけた。 

  ２１時１４.５分主機を停止した。 

  ２１時１５.５分主機を微速力後進、半速力後進とした。 

                                            
＊2 「機関室アラームプリンター」とは、機関室で警報が発生した際、警報が発生した機器名、警報

の種類、時刻を自動印字する装置をいう。 
＊3 「ベルブック（bell book）」とは、下級航海士（通常、三等航海士）が、出入港操船などにおける、

船長の指令に伴う主機の使用状況、出入港などの動静、水先人の氏名及び乗下船などの動静、本件

引船の船名、本件引船を係止した位置などを記載するノート（手帳）のことをいう。 
＊4 「テレグラフロガー」とは、船橋と機関室又は制御室の間でエンジンテレグラフにより行われた、

主機関の出力命令、応答、時刻を自動記録する装置をいう。 
＊5 「スタンバイエンジン（stand by engine）」とは、十分な電力供給を可能とする発電機の始動、

推進軸などの潤滑、主機の暖機、試運転を終えて、いつでも主機の運転ができる状態をいう。 
＊6 「優先遮断」とは、過負荷が生じた際に、その影響を制限して、停電の範囲を最小限に留めるよ

う重要度の低い機器を電路から断ち、船舶の推進及び安全に係わる重要負荷への供給電路を優先的

に保護する方式をいう。 
＊7 「発電機のオーバースピードトリップ」とは、原動機の回転数が設定値を超えた場合に、原動機

に損傷が生じないよう、燃料を遮断して強制的に原動機を停止させる動作をいう。 
＊8 「ＡＣＢ（Air Circuit Breaker：気中遮断器）」とは電源回路に設けられる遮断機の一種で、開

閉動作を行う主たる遮断器である。また、過電流など異常時に接点を開いて電流を遮断することを

ＡＣＢトリップという。 
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  主機停止を経て２１時１７.０分全速力前進とした。 

（付表１参照） 

 

2.1.2 Ａ船船長の口述等による運航の経過 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、Ａ船水先人（以下「水先人」という。）、

及び引船（以下「本件引船」という。）船長の口述並びに SANTA BARBARA（以下「Ｂ

船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）への質問に対する回答書（以下「回

答書Ｂ」という。）によるＡ、Ｂ両船の運航の経過は以下のとおりであった。 

(1) Ａ船 

     Ａ船は、阪神港神戸第３区六甲アイランドのＲＣ－６に船首を西方に向け、

右舷を着けて係留し、船首方に着岸中の船舶はなく、船尾方に右舷着けして

いたほぼ同型のＢ船との船間距離が３０～４０ｍであった。 

     平成２０年７月３日２０時１３分ごろ水先人はＡ船に乗船し、船長Ａにパ 

    イロットインフォメーションカード＊9を、また、船長Ａが、水先人にパイ 

ロットカード＊10を互いに提出して、離岸手順を確かめた。 

     Ａ船は、船長Ａほか２６人が乗り組み、２０時５２分ごろ、バウスラス 

ター＊11の試運転を行って異常がないことを確かめ、２０時５４分ごろスタン

バイエンジンとし、２０時５６分ごろ、本件引船からの曳航索を船尾中央に

とり、２１時０６分ごろ、愛知県名古屋港に向け離岸した。 

     水先人は船橋右舷ウイングに立って操船指揮に当たり、船長Ａがバウスラ

スターの操作に、三等航海士が主機遠隔操縦に、操舵手が手動操舵にそれぞ

れついた。 

     水先人は、係留索を巻き揚げたのち、「バウスラスターを左方へ全力」と 
オーダーし、船長Ａがバウスラスターの出力を５０～９０パーセントまで

徐々に上げた。 

     水先人は、船首が離岸したのち、バウスラスターを停止し、携帯用ＶＨＦ

無線機（トランシーバー）で指示して本件引船にＡ船を左舷正横方向へ引か

せ、再度「バウスラスターを左方へ全力」とし、２１時０９分ごろ主機を極

微速力後進とした。 

                                            
＊9 「パイロットインフォメーションカード」とは、港や航路、掲示すべき信号などの情報が記載さ 
れたカードのことをいう。 

＊10 「パイロットカード」とは、船舶の載荷状態、推進器・操船機器に関する情報などが記載された 
カードのことをいう。 

＊11 「バウスラスター」とは、接岸や離岸の際、船体を横方向に動かすための推力を発生する、船首部 
水面下に装備された動力装置をいう。 
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     ２１時１１分ごろ、水先人は、船幅の２倍の距離でＢ船の沖合を航過でき

るよう、Ａ船を離岸位置から東南東方約１００ｍまで後進させ、船尾がＢ船

の船首にほぼ並び、後進速力が約２ノット（kn）となったとき、突然バウス

ラスターが使用不能となった。 

     ２１時１２分ごろ、Ａ船は、離岸位置から東南東方へ約２００m 後進し、

船橋がＢ船の船首にほぼ並んだとき、南南西の風を受けて船首が右方に圧流

され、後進速力が約２kn のままＢ船に接近し始めた。 

水先人は、このまま離岸を続けるとＢ船と著しく接近して衝突のおそれが

あり、衝突した場合に、Ａ、Ｂ両船の損傷が大きくなることを懸念したこと

から、Ａ船を再度着岸させることとし、左舵一杯、主機の出力を微速力前進

から全速力前進に上げ、また、左転補助を意図して、Ａ船の左舷船尾を右舷

正横方向へ本件引船に押させた。 

２１時１４分ごろ、水先人は、Ｂ船とさらに接近したため衝突の危険を感

じ、衝突した際の損傷の軽減を図るため左舷錨を投下した。 

Ａ船は、バウスラスターを復旧できないまま後進を続けて、離岸位置から

東南東方約２３０ｍに至り、船体中央がＢ船の船首にほぼ並び、Ｂ船との距

離が船幅の半分ほどとなったとき前進行きあしとなり、主機と本件引船を使

用してＲＣ－６に接近した。 

２１時１５分ごろ、Ａ船は、約２６６°に向首し、約２kn の前進速力で、

Ａ船の右舷船橋前方に積載したコンテナ、右舷舷梯、続いて船尾部に積載し

たコンテナが、ＲＣ－７に着岸中のＢ船の左舷船首部と衝突した。 

水先人は、船体を岸壁と平行にすることができないまま、ＲＣ－６に設置

されたガントリークレーン＊12に接近し、２１時１９分ごろ、約２７０°に向

首したＡ船の右舷船首部がガントリークレーン１基に衝突した。 

Ａ船は、２１時２０分少し前ごろバウスラスターが復旧し、２１時５８分

ごろ、ＲＣ－６に右舷着けで再着岸した。 

船長Ａは、Ａ船の機関長から報告を受けて、使用していた３台の発電機の

うち１台がオーバースピードトリップしたことを知ったが、当該トリップの

原因については分からなかった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか２５人が乗り組み、平成２０年７月３日阪神港神戸第

３区六甲アイランドコンテナバースＲＣ－７（概位 北緯３４°４０.８８′

                                            
＊12 「ガントリークレーン」とは、港湾の岸壁の荷役エリア（エプロン）に平行に敷設された軌道上を

移動する橋桁状の荷役機械のことをいう。 
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東経１３５°１７.１１′）に右舷を着けて係留作業を終え、２０時００分ご

ろ荷役を開始していたところ、２１時１５分ごろＢ船の左舷船首部にＡ船が

衝突した。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年７月３日２１時１５分ごろで、発生場所は、兵庫

県神戸市阪神港神戸第３区六甲アイランドコンテナバースＲＣ―７付近であった。 

（付図１～９参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

    船級協会のサーベイレポートによれば、右舷舷梯が脱落、右舷船首部ブル 

ワーク＊13に曲損などが生じた。 

(2) Ｂ船 

船級協会のサーベイレポートによれば、左舷船首部ブルワークに曲損などが

生じた。 

 

２.４ 船舶以外の施設等の損傷に関する情報 

 ガントリークレーンは脚部が曲損して脱線した。 

（写真４～６参照） 

 

２.５ 乗組員等に関する情報 

(1) 性別、年齢、国籍、受有海技免状等 

    船長Ａ 男性 ４８歳 国籍 インド 

締約国資格授有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

      交付年月日 ２００４年５月７日 

            （２００９年２月１１日まで有効） 

    水先人 男性 ６６歳  

     水先免状  阪神水先区１級水先人水先免状 

      免 許 年 月 日 平成１０年１月７日 

                                            
＊13 「ブルワーク（Bulwark）」とは、人や貨物が船外に落下しないよう、或いは、波が甲板へ打ち込

まないよう舷側に立てられた囲いで、ブルワーク板、ブルワークステー及び手すりより構成される

構造物をいう。 
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      交 付 年 月 日 平成１９年１２月７日 

      有効期間満了日 平成２３年１月６日 

    船長Ｂ 男性 ５７歳 国籍 ブルガリア共和国 

(2) 主な乗船履歴 

① 船長Ａ 

     １９８１年９月インド、ムンバイの商船学校を卒業後、外航貨物船に航海

士又は船長として乗り組み、Ａ船の船長として３回目の乗船で、ＲＣ－６で

の離着岸の経験は１０回以上あった。 

   ② 水先人 

     昭和４１年９月商船大学卒業と同時に外航貨物船の航海士として乗り組み、

平成元年１１月船長に昇格し、合計約３年７ヶ月を船長として乗船した。 

     水先人となってから本事故発生まで通算で約４,２００隻を操船指揮し、 

ＲＣ－６岸壁での操船指揮の経験は１００隻を超えていた。 

 

２.６ 船舶等に関する情報 

2.6.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番号  ８９１８８３７ 

     船 籍 港  パナマ共和国パナマ 

     船舶所有者  ＳＥＶＥＮ ＳＴＡＲＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（英国） 

     船舶管理会社  ＮＹＫ ＳＨＩＰＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＰＴＥ ＬＴＤ. 

（シンガポール共和国） 

     総 ト ン 数  ４３,２２７トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ２５１.５０ｍ×３２.２０ｍ×２１.２０ｍ 

     船    質  鋼 

     主    機  ディーゼル機関１基 

     出    力  ３３,０９７kＷ（連続最大） 

     竣 工 年 月  １９９１年１０月 

     船    級  日本海事協会 

   (2) Ｂ船 

     ＩＭＯ番号  ９０１７０３２ 

     船 籍 港  ロンドン（英国） 

     船舶所有者  ＧＲＥＧＯＲＹ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＩＮＣ. 

（英領ヴァージン諸島） 

     船舶管理会社  ＺＯＤＩＡＣ ＭＡＲＩＴＩＭＥ ＡＧＥＮＣＩＥＳ 
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（英国） 

     総 ト ン 数  ４３,２１３トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ２５３.２８ｍ×３２.２０ｍ×２１.２０ｍ 

     船    質  鋼 

     主機の種類  ディーゼル機関１基 

     出    力  ３３,０９７kＷ（連続最大） 

     竣 工 年 月  １９９２年４月 

     船    級  日本海事協会 

 

2.6.2 積載状態 

(1) Ａ船 

Ａ船船舶管理会社からの回答書（以下「回答書Ａ」という。）によれば、コ

ンテナ９９１個（１５，１２２.７トン）を積載し、喫水が船首９.００ｍ、

船尾９.３０ｍであった。 

     上甲板からのコンテナの最大搭載高さは、前部上甲板に積載するものが 

９.９４ｍ、後部上甲板に積載するものが１２.３８ｍであった。 

(2) Ｂ船 

回答書Ｂ及び船長Ｂ作成の事故報告書によれば、事故発生当時、喫水が船

首７.８０ｍ、船尾８.００ｍで、コンテナ荷役中であった。 

 

2.6.3 Ａ船全般及びバウスラスターに関する情報 

Ａ船のバウスラスター遠隔操縦装置指示書及び回答書Ａ等によれば、次のとおり

であった。 

(1) ２,８８０ＴＥＵ＊14積み船尾船橋型のコンテナ船で、船首尾とも喫水線か

ら上方がフレア形状で、最大舵角３５°の舵１枚、右回り５翼の固定ピッチ

の推進器１基のほか、出力１,４５０kＷのバウスラスター１基を備えている。 

(2) バウスラスターの操作パネルは、電流計を装備したものが船橋内に、電流

計を装備していないものが両舷ウイングに設置されている。 

(3) 操舵室からバウスラスターを復旧する手順は、完全にスイッチを切り、そ

の後、再スタートする。 

(4) 本事故発生当時、２号発電機が復旧したのち、直ちにバウスラスターを復

旧することができなかった。 

                                            
＊14 「ＴＥＵ」とは、コンテナ船の積載能力を示す単位で、1ＴＥＵは 20 フィートコンテナ 1個分を

示す。 
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（写真１～３参照） 

 

2.6.4 Ａ船の発電機の要目及び来歴など 

  回答書Ａ及びＡ船の舶用電気事業者への質問に対する回答書（以下「回答書Ｃ」

という。）によれば、次のとおりであった。 

   (1) ディーゼル発電機３台及びターボ発電機１台を備えていたが、ターボ発電

機は２００７年７月２７日にほとんどの主要部材を損傷する事故が発生し、

船舶管理会社、発電機製造業者及び蒸気タービン製造業者が、協議の結果、

最も早い引き渡し時機となる２００９年１月に新しいタービンと換装するこ

とを決めた。 

(2) ディーゼル発電機及びターボ発電機は、いずれも１台当たりの発電量が、

１,５００kＷであるが、ターボ発電機は、主機が定常運転となって十分な蒸

気の供給が可能となる航海中に使用することとし、以下の理由により、以前

から出港スタンバイ時にターボ発電機を運転していなかった。 

    ① ディーゼル発電機３台による供給電力に対する離岸時に見込まれるバウ

スラスターを含む消費電力２,４００kＷの割合が約５３％（2,400÷4,500

≒0.53）に留まり、ディーゼル発電機３台による供給電力で出港離岸時の

消費電力を賄えること。 

    ② ターボ発電機は、補助ボイラーから蒸気を供給すれば、出港離岸時の非

常用予備機として無負荷運転することは可能であるが、燃料消費量が増大

すること。 

    ③ 主機が定常運転となり、排ガスエコノマイザー＊15による十分な蒸気量の

供給が可能となる航海中に主としてターボ発電機を駆動することとし、蒸

気をボイラーで供給しなければならない離岸時にターボ発電機の駆動を避

けて燃料消費量を抑えること。 

(3) 発電機の保護装置として、１台当たりの電力が定格値に近づいたとき、優

先遮断機能が作動して、重要度の低い機器を電路から断ち、船舶の推進及び

安全に係わる重要負荷への供給電路を優先的に保護するようになっていた。 

(4) バウスラスターを起動するには、余剰電力が、１,４００kＷ以上あること

を条件とするインターロック＊16が設定されていたが、バウスラスターを起動

したのちは、当該インターロックが解除される。 

(5) バウスラスターの運転には、２台以上の発電機が並列運転されることが条

                                            
＊15 「排ガスエコノマイザー」とは、主機の排ガス排出路に設置される蒸気発生装置をいう。 
＊16 「インターロック」とは、誤った操作や機器の誤動作による事故を防止するため、ある操作など

の完了するまで次の操作に移行できないようにする動作抑制機構をいう。 
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件として設定されていた。 

 

2.6.5 Ａ船のバウスラスター及び発電機がトリップした原因に関する情報 

回答書Ｃ並びに発電機整備業者及び発電機原動機整備業者の工事証明書によれば、

次のとおりであった。 

(1) 本事故後、オーバースピードトリップを含む作動テストを業者が施工し、

２号発電機の原動機の調速機の負荷応答感度が、他のディーゼル発電機に比

べて高いことが分かり、調速機の微調整を行った。 

(2) 発電機の並列運転中に負荷が増大すると、電力制御システムにより、各発

電機に負荷を均等に振り分けようとするが、瞬時的には不均等が生じる。 

本事故後、負荷試験を施工した結果、バウスラスター操作時等の負荷変動

が急激であれば、負荷応答感度が高い２号発電機がトリップする可能性があ

ることが分かった。 

(3) ＲＣ－６離岸時、バウスラスターのピッチが急激に最大まで操作され、２

号発電機の負荷が他のディーゼル発電機２台に比べ非常に高く、定格値以上

であったことを乗組員が確認していた。 

原因としてバウスラスターによる負荷が急激に増加したとき、原動機の調

速機の負荷応答感度が最も高い２号発電機は、増加した負荷を受けたものと

推測できる。 

     当時、自動モードに設定されていた３台の発電機の調速機は、周波数を 

６０ヘルツに同調させて負荷電力が均等となるよう作動したが、バウスラス

ターの急激なピッチ操作により負荷が急増し、優先遮断機能が作動してバウ

スラスターへの供給電源が遮断された（トリップした）。 

     バウスラスターのトリップにより、消費電力が減じ、一転して軽負荷と 

なった２号発電機の原動機が過回転となって、オーバースピードトリップし

た。 

 

2.6.6 本件引船に関する情報 

本件引船の一般配置図、本件引船船長及び水先人の口述によれば、本件引船は、

１,３２９kＷの主機２基を装備し、事故当時、故障した機器はなく、意思の疎通を

保って水先人の指示どおり操船していた。 

 

2.6.7 Ｂ船に関する情報 

一般配置図によれば、Ｂ船は、２,６２４ＴＥＵ積み船尾船橋型のコンテナ船であ

る。 
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２.７ 気象及び海象に関する情報 

2.7.1 気象観測値及び潮汐  

(1) 気象観測値 

① 事故現場の南西約８km に位置する神戸海洋気象台神戸空港観測所によ

る事故発生時間帯の気象観測値は次のとおりであった。 

      ２１時００分 風向 南南西、風速 １２m/s、気温 ２４.９℃ 

② 事故現場の西北西約７km に位置する神戸海洋気象台神戸観測所による

事故発生時間帯の気象観測値は次のとおりであった。 

      ２１時００分 天気 曇り、風向 西南西、風速 ２.９m/s、気温 

２５.７℃ 

③ 港湾施設管理者担当者の口述によれば、ＲＣ－６付近における２００８

年７月３日の事故発生時間帯の風の観測値は次のとおりであった。 

      ２０時００分 風向 西南西、平均風速 ４.３m/s 

      ２１時００分 風向 南南西、平均風速 ４.６m/s 

      ２２時００分 風向 西南西、平均風速 ４.３m/s 

(2) 潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、阪神港神戸区の潮汐は、事故発生時、

下げ潮の初期であった。 

 

2.7.2 乗組員等の観測 

(1) 船長Ａの口述によれば、事故発生時、現場付近の気象及び海象は、次のと

おりであった。 

     天気 晴れ、風向 西南西～南西、風力 ３、視界 良好 

(2) 水先人の口述によれば、事故発生時、現場付近の気象及び海象は、次のと

おりであった。 

     天気 曇り時々雨、風向 西南西～南西、風速 ７～８m/s、視界 良好 

 

２.８ 事故水域等に関する情報 

水先人の口述及び港湾関係資料によれば、神戸市東灘区六甲アイランドの南面東端

から２００ｍのところがＲＣ－７の東端、その東端から西方に７００ｍのところが 

ＲＣ－６の西端となり、ガントリークレーンなどを備えた水深１４ｍのコンテナバー

スとなっている。 

ガントリークレーンは、高さ８７ｍで、バース前面から３ｍ及び３０ｍ奥に平行に

敷かれたレール上に備えられ、ＲＣ－６には３基が設置されている。 

 入出港時の引船使用基準は、８８３kＷ以上のバウスラスターを装備した総トン数 



 - 12 -

２５,０００トン～４５,０００トン未満の船舶に対し、３,０００PS（２，２０６kＷ）

以上の引船１隻とされている。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故に至る経過 

   (1) Ａ船 

    ① ２.１及び 2.6.5 から、バウスラスターと船尾に配した本件引船により 

     ＲＣ－６を離岸し、２１時１１分ごろ、水先人が離岸位置から東南東方約

１００ｍの地点まで後進させ、船尾がＢ船の船首にほぼ並び、後進速力が

約２kn となったとき、バウスラスターがトリップして使用不能となり、バ

ウスラスターを復旧できないまま、後進を続けてＢ船に著しく接近したも

のと考えられる。 

② ２.１から、水先人は、後進を続けるとＢ船と衝突のおそれがあると判断

し、Ａ船の右舷側を再度着岸させようとしたが、Ａ船は、ＲＣ－６に対し

て斜航しながら接近し、Ｂ船に、続いて、ＲＣ－６のガントリークレーン

に衝突したものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

     ２.１から、Ｂ船は、事故発生時、北緯３４°４０.８８′東経１３５° 

１７.１１′付近のＲＣ－７に右舷を着けて係留していたものと認められる。 

 

3.1.2 衝突の状況 

  ２.１～２.４から、Ａ船は、２１時１５分ごろ、約２kn の前進速力で、約２６６°

に向首し、Ａ船の船橋右舷前方に積載したコンテナ、舷梯、続いて船尾部に積載し

たコンテナが、ＲＣ－７に着岸中のＢ船の左舷船首部に衝突し、２１時１９分ごろ、

約２７０°に向首したＡ船の右舷船首部がＲＣ－６岸壁のガントリークレーン１基

に衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況に関する解析 

２.５から、船長Ａ及び水先人は、適法で有効な海技免状を有していた。 
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(2) 船舶の状況に関する解析 

2.6.3～2.6.5 から、Ａ船は、備えていた発電機４台のうち、ターボ発電機

が、２００７年７月に事故によって修理困難な損傷を負い、換装準備中で使

用できなかったが、ディーゼル発電機３台の運転に支障がなければ、離岸時

に見込まれるバウスラスターを含む消費電力に対し、余裕ある電力供給が可

能であったものと考えられる。 

 

3.2.2 操船の状況 

２.１から、２１時１２分ごろ、バウスラスターが使用不能となったＡ船は、船橋

がＢ船の船首にほぼ並んだとき、南南西の風を受けて船首が右方に圧流され、後進

速力が約２kn のままＢ船に著しく接近したものと考えられる。 

水先人は、このまま離岸を続けるとＢ船との衝突のおそれがあり、衝突した場合

にＡ、Ｂ両船の損傷が大きくなることを懸念して再度ＲＣ－６に着岸することとし、

左舵一杯、主機の出力を微速力前進から全速力前進に上げたものと考えられる。 

また、左転補助を意図して、Ａ船の左舷船尾を右舷正横方向へ本件引船に押させ

たことにより、Ａ船の船尾がＢ船に接近したものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

事故当時の気象は、2.7.1(1)②及び③、2.7.1(2)並びに 2.7.2 から次のとおりで

あったものと考えられる。 

天気は曇りで、南南西で平均風速４.６m/s（風力３）の風が吹き、視界は良好で、

潮候は、下げ潮の初期であった。 

 

3.2.4 ２号発電機及びバウスラスターの異常に関する解析 

２.１、2.6.3～2.6.5 から次のとおりであった可能性が考えられる。 

(1) バウスラスターによる負荷が増加したとき、並列運転されていた３台の発

電機は、周波数を６０Hz に同調させて負荷電力が均等となるよう、各原動機

の調速機が燃料増方向に作動した。 

(2) このときバウスラスターのピッチ操作が急激であったため、調速機の負荷

応答感度が最も高くなっていた２号発電機に瞬時的に負荷分担が集中した。 

(3) このため、優先遮断が機能してバウスラスターへの供給電力が遮断された。 

(4) バウスラスターのトリップにより、急激に消費電力が減じ、２号発電機の

調速機が燃料減方向に作動したが追従できず、２号発電機が過回転となって、

オーバースピードトリップした。 
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3.2.5 ２号発電機及びバウスラスターの復旧状況 

２.１及び 2.6.3 から次のとおりであったものと考えられる。 

２１時１１分ごろ、船内電源優先遮断、２号発電機原動機のオーバースピードト

リップ、同発電機のＡＣＢトリップが、ほぼ同時に発生したが、２１時１３分ごろ

２号発電機が復旧した。 

また、バウスラスターの急激なピッチ操作により、負荷が急増して優先遮断機能

が作動し、２１時１１分ごろバウスラスターは停止し、２号発電機が復旧したのち

も使用不能な状態が続き、２１時２０分少し前ごろ復旧した。 

 

3.2.6 事故発生に関する解析 

２.１、2.6.3～2.6.5、3.1.1、3.2.2～3.2.4 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、バウスラスターを使用して離岸中、優先遮断機能が作動してバウ

スラスターが使用不能となり、南南西の風を受けて船首が右方に圧流され、

後進速力が約２kn でＢ船に著しく接近したものと考えられる。 

(2) Ａ船が後進を続けるとＢ船との衝突のおそれがあったことから、水先人は、

Ａ船の右舷側をＲＣ－６に再度着岸させることとしたものと考えられる。 

(3) バウスラスターが使用不能の状態のＡ船を着岸させるため、水先人が、主

機の出力を微速力前進から全速前進に上げて左舵一杯としたこと、左転補助

を意図してＡ船の左舷船尾を右舷正横方向へ本件引船に押させたこと、及び

南南西の風を受けていたことにより、Ａ船の船尾がＢ船に著しく接近したも

のと考えられる。 

(4) Ａ船は、Ｂ船に著しく接近して衝突し、その後も斜航しながら右舷船首か

らＲＣ－６に接近し、ガントリークレーンに衝突したものと考えられる。 

(5) Ａ船のバウスラスターが使用不能となったのは、バウスラスターの急激な

ピッチ操作により、負荷が急増して優先遮断機能が作動したことによるもの

と考えられる。 

なお、バウスラスターのピッチが急激に操作された状況及び理由について

は、明らかにすることができなかった。 

(6) Ａ船が斜航しながら右舷船首からＲＣ－６に接近したのは、２号発電機が

復旧したのちも、バウスラスターを速やかに復旧することができなかったこ

とによるものと考えられる。 

(7) 優先遮断機能が作動したのは、２号発電機原動機の調速機の負荷応答感度

が他の発電機に比べて高く、２号発電機に瞬時的に負荷分担が集中したこと

による可能性があると考えられる。 

(8) 水先人及び船長Ａは、バウスラスターが使用不能となっていたうえ、他船
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係留中のバースに隣接して再着岸する状況下、ふだん以上に慎重な操船が求

められたものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、夜間、Ａ船が、阪神港神戸第３区六甲アイランドのＲＣ－６から離岸中、

バウスラスターが使用不能となったため、Ａ船を再度ＲＣ－６に着岸させようとした

ところ、係留中のＢ船に著しく接近し、その後もＲＣ－６に対して斜航しながら接近

して、Ａ船がＢ船及びＲＣ－６のガントリークレーンに衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

Ａ船のバウスラスターが使用不能となったのは、バウスラスターの急激なピッチ操

作により、負荷が急増して優先遮断機能が作動し、バウスラスターへの電源供給が絶

たれたことによるものと考えられる。 

Ａ船がＢ船に著しく接近したのは、南南西の風を受けて船首が右方へ圧流されたこ

と、主機の出力を全速力前進として左舵一杯としたこと、及びＡ船の左舷船尾を右舷

正横方向へ本件引船に押させたことによる可能性があると考えられる。 

Ａ船が、ＲＣ―６に対して斜航しながら接近したのは、２号発電機が復旧したのち

も、バウスラスターを速やかに復旧できなかったことによるものと考えられる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 16 -

付図１ コンテナバースの位置

 

 

5 km 
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付図２ Ａ船の航行経路図（離岸前） 
 

 
 

付図３ Ａ船の航行経路図（離岸操船中） 
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付図４ Ａ船の航行経路図（バウスラスター停止） 

 

付図５ Ａ船の航行経路図（再着岸操船中） 
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付図６ Ａ船の航行経路図（前進行きあし） 

 

付図７ Ａ船の航行経路図（衝突） 
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付図８ Ａ船の航行経路図（クレーンに接触） 

 

付図９ Ａ船の航行経路図（再着岸） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（１／２） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（２／２） 
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写真１ Ａ船の状況 

 

写真２ Ａ船のバウスラスターの操作パネル 

 



 - 24 -

写真３ Ａ船のバウスラスター操作パネルカバー 
 

 

写真４ ガントリークレーンの脱線状況 

 

（後日、操作手順書貼付） 
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写真５ ガントリークレーンの脚部下方の損傷状況 

 

 

写真６ ガントリークレーンの脚部の曲損状況 

 




